
 

 

 

問合せ先・申込先 
 

社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会 

〒010-0922 秋田市旭北栄町１-５(秋田県社会福祉会館内) 

電話番号 ０１８－８６４－２７８０ 

Ｆａｘ  ０１８－８６４－２７８１ 

Mail:suishin-c@akita.eeyo.jp 

令和８年３月１４日更新  



◇ジパング倶楽部特別会員制度  

ＪＲ東日本が行っているシルバーの方々を対象とした「ジパング倶楽部」

は、身体障害者を対象にした特別会員制度を設けており、特別会員は一般の

会員よりも年会費が安く、また加入できる年齢も低く設定されています。 
 

◇加入資格  

身体障害者手帳をお持ちの方   男性６０歳・女性５５歳から  
 

◇入会金及び年会費  

入会金・・・・無料  

年会費・・・・１ ,４００円  

 

◇会員特典  

 ＪＲの窓口で障害者手帳を提示して購入した乗車券が片道１０１キロ以上

あるとき、ジパング倶楽部の会員になっていれば２～３割引で特急券などを

買うことができます。 

 また、特別会員であれば第１種障害者の介護者の方が同時に買う場合も特

急券等が割引になります。 

 ただし次の料金は割引になりません。 

①  新幹線「のぞみ」の特急券 

②  全ての寝台券 

③  グリーン個室のグリーン料金 

④  ２人用・３人用個室寝台の特急・急行券 

⑤  トクトク切符など既に割引になっている切符類など 

【注意】 

 次の期間にご乗車の場合は、ジパング倶楽部の割引は適用になりません。  
４月２７日～５月６日、８月１０日～８月２０日、１２月２８日～１月６日  
なお４月２６日、８月 ９ 日、１２月２７日の夜行列車にご乗車になり、

翌日にまたがる場合は、その列車から下車されるまでは割引となります。 
 

◇購入方法  

切符購入時 … 身体障害者手帳とジパング倶楽部手帳を提示して下さい。 

割 引 率 … 入会した初年度 最初の３枚が２割引、４枚目から３割引き 

       ２年目以降      最初から３割引き 

 



  各種申込用紙は、各市町村協会・各市町村窓口で用意しております。 

また当協会からも送付できますので、ご連絡ください。 

秋田県身体障害者福祉協会ホームページからも、各種申込用紙のダウン 

ロードができますのでご活用ください 

 

 

【◇入会手続き◇】 

①身体障害者手帳のコピー１部 

（顔写真、障害名、等級が記載されているページ） 

②新規申込用紙 

③年会費 ￥１,４００- 

 【振 込 先】秋田銀行 本店 

 【口 座 名】社会福祉法人 秋田県身体障害者福祉協会 

【口座番号】普通預金 ５８６５６６ 

※ 振込手数料は自己負担になります。 
 

書類は郵送・Ｆａｘでも受付けしております。 

必要書類と会費の振込確認後、直ちに手続きいたしますので、会費振込

の際は必ず申込者本人の名前でお願い致します。 

申込書は秋田県身体障害者福祉協会で取りまとめ、日本身体障害者団体

連合会を経由しＪＲジパング倶楽部事務局へ送られます。 

そのため、申込からジパング倶楽部手帳がお手元に届くまでに３～４週

間ほどかかりますので、ご了承ください。 

 

【◇更新手続き◇】 

◆有効期限  

 有効期限はジパング倶楽部手帳に表示してあります。 

 更新手続きは有効期限前月の１日から有効期限内に行ってください。こ

の期間を過ぎてから手続きをされた場合は、ジパング倶楽部手帳が『新規

手帳扱い』となってしまいますので、ご注意ください。 

但し、会員番号は引き続き使用しますので、期限切れ申込用紙にて手続

きをお願いします。 

 

◆  手続き  

  手帳に記載されている内容に変更がない場合は、ご本人名の会費振込確

認できましたら手続きに移ります。 



記載事項に変更のある方は、変更箇所の連絡の上、会費の振込をお願い致

します。 

 

【◇切替手続き◇】 

一般会員から特別会員へ変更される場合は次の手続きを行ってください。 

①切替申込書  

② 一般会員のジパング倶楽部手帳のコピー１枚 

（写真が貼ってあるページ） 

③ 身体障害者手帳のコピー１部 

（顔写真、障害名、等級が記載されているページ） 

切替は有効期限の月とともに切替となりますのでご了承ください。 

一般から特別会員への切替は新規扱いではなく、更新として扱いますの

で割引率は今まで通り変わりません。 

 

【◇手帳の紛失◇】 

 手帳の再発行には６３０円の手数料がかかります。 

紛失再発行用紙にて手続きを行ってください。 

 

【◇有効期限切れの場合◇】  

 特別会員、一般会員でも有効期限が切れてしまった場合は、また新規扱

いとなります。期限切れ用紙に記入の上、加入手続きを行ってください。 

 

 

《 一般会員と特別会員の相違点 》 

 

 ☆ 入会資格は一般会員より５歳若くなっています。 

☆ 特別会員には夫婦会員制度はなく、個人会員だけです。 

 ☆ 特別会員には更新の案内はされません。有効期限内に手続きして下さい。 

☆ 特別会員には会員誌「ジパング倶楽部」は送付されません。 

   会員誌やお知らせが欲しい方は一般会員への入会となりますので、 

ＪＲ窓口にてお申込みください。 

    一般の乗車券購入証には、介護者の欄がないので会員の氏名を書く 

欄に、二段書きで記入してください。 

 


